
火害調査業務について 

 

火害調査・診断、補修・補強方法について                  

火害調査は、一次調査と二次調査で構成され、一次・二次調査で得られた結果から火害診断を行い

ます。火害診断では構造部材の火害の程度を示す「火害等級」および建物全体の火害の程度を示す「被

災度」を判定します。火害等級および被災度を把握することで、補修・補強 方針・方法を計画する

ことが可能となり、それを基に補修・補強工事を実施するができます。 

なお、火害調査または補修・補強方法は、(一社)日本建築学会の  建物の火害診断および補修・補強

方法 指針・同解説」*（以下、、火害指針）に示されています。構造耐力評価機構では同指針に精通し

た技術者が調査を実施します。 

注）*：建物の火害診断および補修・補強方法（指針・同解説，日本建築学会，第2版第 1刷，2024 年 2 月 

 
 

火害調査                                

火害調査は、設計図書、報道機関以新聞、TV 等）、SNS などからの情報収集を行う予備調査、目視

で実施する一次調査、構造部材などから採取したサンプルを用いて試験・分析などを行い、物理デー

タを取得する二次調査により構成されています以火害指針 22 頁 解説図2.1.1参照）。 

火害調査は、鉄筋コンクリート造（鉄骨鉄筋コンクリート造）または鉄骨造で、それぞれ個別の調

査・診断フロー（以火害指針 35 頁 解説図3.1.2および 161 頁 解説図4.1.2参照）が構成されていま

す。 
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火害診断                               

火害診断では構造部材の火害の程度を示す「火害等級」および建物全体の火害の程度を示す「被災

度」を判定します以火害指針 3 頁 表2.1および表 2.2参照）。 

 

 
 

 
 
 

火害部の補修・補強方法                        

構造部材の火害の程度を示す「火害等

級」および建物全体の火害の程度を示す

「被災度」を把握することで、補修・補

強方針および方法を立案することが可

能です。対象となる構造部材ごとに「回

復目標の設定」、「補修・補強範囲の設

定」、「補修・補強工法の選定」の手順で

補修・補強方法を立案します以火害指針

26頁 解説図2.2.1参照）。 
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火害調査業務の流れ                          

建物が火災を受けた場合は弊機構までお問合せ、さい。現地にて被災した建物の、見調査を行っ

た後、火害調査計画書と調査見積書をご提出致します。火害調査計画書と調査見積書に合意され、調

査依頼書をご提出頂きますと、調査日程を調整して火害調査を実施致します。火害調査終了後に火害

調査報告書を発行致します。報告書を基にご依頼者さまで補修・補強方法をご検討いただき、補修・

補強工事を実施してください。 

なお、補修・補強方法につきましては、弊機構でもご提案することが可能です。 

 

 
 
 
 

日本建築学会 建物の火害診断および補修・補強方法 指針・同解説」 

 

2024 年 2 月に(一社)日本建築学会「建物の火害診断およ

び補修・補強方法 指針・同解説」が改定されました。当機

構の技術者も同指針の策定委員会に参加しています。 


